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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

（１）コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項

　当社は、ENEOSグループ（※）の事業活動の基礎となる「ENEOSグループ理念」を定め、コーポレートガバナンスを適切に構築・運営することによ
り、これを実現し、ENEOSグループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。

ENEOSグループ理念は、当社ウェブサイトで公表しております。

（https://www.hd.eneos.co.jp/company/philosophy.html）

（※）「ENEOSグループ」とは、ENEOSホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）ならびにENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、

株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOSリニューアブル・エナジー株式会社（以下、5社を総称して「主要な事業会社」と

いいます。）を含む子会社群で構成される企業集団を指します。

（２）「ENEOSグループのコーポレートガバナンスに関する基本方針」の制定および公表

　当社は、ENEOSグループのコーポレートガバナンスについて、その基本的な考え方と構築・運営に関する事項を定めた「ENEOSグループのコー
ポレートガバナンスに関する基本方針」（以下「基本方針」といいます。）を制定し、当社ウェブサイトで公表しております。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/pdf/system01.pdf）

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、2021年6月改訂後のコーポレートガバナンス・コードの各原則（プライム市場向けの内容を含みます。）の全てを実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　コーポレートガバナンス・コードにおいて開示が求められている各事項については、それぞれ基本方針または本報告書の以下の項目等をご覧く
ださい。

　【原則１－４　政策保有株式】

　（１）政策保有に関する方針

　　基本方針第６章６．「上場会社株式の保有方針、政策保有株式の議決権行使および政策保有株主との関係」をご覧ください。

　（２）検証の内容

　　当社は、2025年11月開催の取締役会において、例外的に保有する上場株式について、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、保有に伴う便益
（数値化困難な便益を含む。）やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査し、総合的に保有の適否を検証しております。当社は、201
5年11 月に「当社および主要な事業会社は、原則として上場会社の株式を保有しない」との方針を定めており、当時保有していた全銘柄数の85％

（2026年３月末時点）について売却しております。

　【原則１－７　関連当事者間の取引】

　　当社は、基本方針第３章８．「取締役の利益相反取引の制限」に記載のとおり、会社法に定める利益相反取引が生じる場合、当社の利益が害
されないよう、同法の定めに基づき、当社の取締役会において決議するともに、取引実績を報告することとしています。

　【補充原則２－４①】　

　（１）多様性の確保についての考え方

　　当社は、従業員一人ひとりが、性別、年齢、国籍等の多様性を受容することが新たな価値創造を促し、ひいてはENEOSグループの成長につな
がると考えています。

　（２）多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針等

　　多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針については、当社ウェブサイトで公表している「ESGデータブック2025」における
「社会性」の「人材育成」および「健全な職場環境」をご覧ください。

　　人材育成（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/development.html）

　　健全な職場環境（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/office.html）

（３）多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標および2026年３月末時点等の状況

＜女性の管理職への登用＞

　　当社グループは、意欲ある女性従業員が自身のキャリアをしっかりと考え、成長を目指すことを支援するため、本人や上司、職場のメンバーと
いった従業員一人ひとりの意識改革や、両立支援等の諸制度の整備・拡充を進めています。

　　当社および主要な事業会社共通で2028年４月までに女性管理職比率を８％にすることを目指しており、現時点における比率は6.0％です。



＜外国籍従業員および経験者採用者の管理職への登用＞

　　当社グループは、人材ポートフォリオを策定し、事業戦略の実現に必要な人材の確保・育成に取り組んでいます。エネルギートランジションに向
けた事業ポートフォリオ転換および海外事業の強化に対応するため、適性や専門性を踏まえ、国籍を問わず採用を行うとともに、グローバルな事
業展開を支える基盤として英語スキルの強化にも注力しています。さらに、「第４次中期経営計画（2025～2027年度）」の方針のもと、人材ポート
フォリオの策定と並行しながら、社内にないノウハウや知見を有する人材の確保に向けて経験者採用を行っています。

　　なお、管理職への登用については、これらの人材を含め、本人の適性等を踏まえて実施しているため、外国籍・経験者採用という枠組みでの
管理職登用の目標設定は行っておりません。

　【原則２－６　企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　　当社は、企業年金のアセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、確定給付企業年金制度（規約型）に関して、資産運用委員会を
設置しています。その詳細については、基本方針第７章「企業年金に関する取組み」をご覧ください。

　【原則３－１　情報開示の充実】

　　当社は、次の事項について開示し、主体的に情報発信しています。

　（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、 経営計画

　　基本方針の次の項目をご覧ください。

　　　基本方針第１章２．「「ENEOSグループ理念」の実現」

　　　　　　　　　　同章３．「「ENEOSグループ行動基準」の実践」

　　　　　　　　　　同章４．「中期経営計画の策定および実行」

　　なお、当社は、「ENEOSグループ長期ビジョン」および「第4次中期経営計画（2025年度－2027年度）」を策定し、これを公表しております。

　(https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/plan.html)

　（２）コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　基本方針の次の項目をご覧ください。

　　　基本方針第２章１．「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項」

　　　　　　　　　　同章２．「コーポレートガバナンス・コードに関する対応方針」

　（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　 基本方針の次の項目をご覧ください。

　　基本方針第５章１．「当社の監査等委員でない取締役、主要な事業会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）ならびに当社および主要
な事業会社の執行役員の報酬等の決定方針」　　　　　

　　　　　　　　　　同章３．「報酬諮問委員会の設置および運営」

　（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　基本方針の次の項目をご覧ください。

　　　基本方針第４章１．「取締役候補者の選任方針」

　　　　　　　　　　同章２．「経営陣幹部の選任方針」

　　　　　　　　　　同章３．「取締役および経営陣幹部の解任等の方針」

　　　　　　　　　　同章４．「主要な事業会社の監査等委員でない取締役および取締役ならびに監査等委員である取締役および監査役の選任方針」

　　　　　　　　　　同章５．「主要な事業会社の経営陣幹部の選任方針」

　　　　　　　　　　同章６．「主要な事業会社の取締役および監査役ならびに経営陣幹部の解任等の方針」

　　　　　　　　　　同章７．「指名諮問委員会の設置および運営」

　（５）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　 基本方針第４章８．「取締役選解任理由の開示」をご覧ください。

　 なお、2026年６月25日付で就任した取締役の選任理由につきましては、「第16回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」をご覧くださ

い。

　　(https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2026.pdf)

　【補充原則３－１③】

（１）サステナビリティについての取組み

　　当社は、将来にわたり社会に必要とされる企業であり続けるため、事業活動を通じて社会のニーズに応え続けるとともに、社会課題の解決に
貢献することで社会から信頼され、価値を認められる存在でなくてはならないという認識のもと、「サステナビリティ経営に関する基本方針」を定め
ています。特に、激変する外部環境や社会課題の解決を、当社の持続的な成長をもたらす事業機会と捉え、独自の強みを活かして新たな価値を
創造していくことを目指しています。

　　この基本方針に基づき、経営会議において将来の経営に大きな影響を及ぼし得るリスクおよび事業機会を踏まえて事業戦略を策定し、進捗を
適切に管理する体制をとっています。サステナビリティを巡る環境変化がもたらすリスクと機会の双方を多角的に分析し、気候変動対応や人権尊
重などの重点課題を特定のうえ、対応状況を確認し、経営戦略や事業計画へ反映する体制を整えています。

　　サステナビリティ経営に関する基本方針、サステナビリティ経営推進体制、サステナビリティ重点課題の特定および対応状況については、透明
性の高い情報開示とステークホルダーとの対話を重視し、当社ウェブサイトで公表しています。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/）

　　サステナビリティ重点課題のうち、特に当社事業に影響が大きい気候変動への対応については、低炭素・脱炭素社会への移行をイノベーション
と新市場創出の契機と捉え2050年度カーボンニュートラル達成などを掲げた「カーボンニュートラル基本計画」を更新（2025年５月12日）したほか、
気候変動が当社に与えるリスクと機会、および財務影響等についても当社ウェブサイトで公表しています。

カーボンニュートラル基本計画2025年度版（https://www.hd.eneos.co.jp/about/carbon_neutral/pdf/index_01.pdf）

気候変動に伴うリスク・機会の財務影響(https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/environment/tcfd.html）

（２）人的資本への投資

　　当社は、長期ビジョンに定める事業構造変革を推進するため、人材育成に取り組んでいます。具体的には、将来の幹部候補の育成を目的とし
た選抜研修、コア人材を育成するための階層別研修、海外事業の展開を見据えた若手従業員の海外派遣研修等です。人的資本への投資の詳



細については、「ESGデータブック2025」における「社会性」の「人材育成」ご覧ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/social/development.html）

（３）知的財産への投資

　　当社グループは、グループ理念に定めた「エネルギー・資源・素材における創造と革新」を目指し、エネルギー、素材を中心に、研究開発活動を
進めています。知的財産への投資を含めた研究開発活動の詳細については、「第１６期有価証券報告書」の「第２【事業の状況】」の「６【研究開発
活動】」をご覧ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/ir/library/report/）

　【補充原則４－１①】

　　当社は、意思決定と業務執行の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を当社の取締役を経て社長執行役員に委任しています。経
営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第２章１．「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項」をご覧ください。

　【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　　当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準
については、本報告書Ⅱ「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」１．の【独立役
員関係】の「その他独立役員に関する事項」をご覧ください。

　【補充原則４－１０①】

　　当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置しています。その委員会構成
の独立性に関する考え方・権限・役割等については、基本方針の次の項目をご覧ください。

　　　基本方針第４章７．「指名諮問委員会の設置および運営」

　　　　　　　　　第５章３．「報酬諮問委員会の設置および運営」

　【補充原則４－１１①】

　　当社は、長期ビジョンの実現に向け、取締役会が備えるべきスキル等を定め、各取締役に特に期待する分野を特定しています。その一覧につ
いては、「第16回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」「参考　本総会終結後の取締役会構成」をご覧ください。また、取締役の選任
に関する方針・手続については、基本方針第４章１．「取締役候補者の選任方針」をご覧ください。

　（https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2026.pdf ）

　【補充原則４－１１②】

　　当社の取締役は、他社の役員を兼務する場合は、当社の取締役としての職務遂行に支障が生じないよう配慮することとしています。その詳細
については、基本方針第３章７．「取締役の他社役員の兼務」をご覧ください。

　　また、兼務状況を記載した事業報告については、当社ウェブサイトで公表しております。

　（https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_report_fy2026.pdf ）

　（「第16期　事業報告」 ３．「会社役員に関する事項」をご覧ください。）

　　なお、2026年6月25日付で就任した取締役につきましては、「第16 回定時株主総会招集ご通知」の「株主総会参考書類」をご覧ください。

　(https://www.hd.eneos.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/e_hd_jp_r_gmi_fy2026.pdf )

【補充原則４－１１③】

　　当社の取締役会は、2016年度から毎年度、実効性の評価を実施し、改善につなげています。

　　2025年度においては、2025年12月から2026年１月にかけて、社外を含む全取締役を対象としたアンケート調査および取締役会議長（社外取締
役）と全取締役との１ｏｎ１面談を行い、取締役会全体の実効性について評価しました。また、評価プロセスの客観性・透明性確保の観点から、第
三者機関のサポートを導入し、次の項目による深度ある評価を実施しました。その評価・分析結果は、2026年４月17日開催の取締役会で報告し、
議論しています。

　　＜評価の項目＞

　　①取締役会の構成と運営

　　②取締役会の役割

　　　　・企業戦略等の大きな方向性の呈示

　　　　・経営陣の適切なリスクテイクを支える環境整備

　　　　・独立的立場からの実効性の高い監督

　　③株主等との対話

　　結果、肯定的回答が大宗を占めており、取締役会の実効性はおおむね確保されていると評価しています。

　　一方で、相対的に低評価の項目も残されており、さらなる改善が必要であるため、次の項目等に取り組んでいきます 。

　　①グループ全体の経営戦略や最適な運営体制に関する議論の拡充を通じ、グループ全体最適目線での一層の議論活性化を図る。

　　②取締役会への投資案件や内部統制・リスク管理等に関する幅広い情報提供や、取締役と主要な事業会社経営陣とのコミュニケーション機会
の拡充等により、取締役会におけるモニタリング機能のさらなる改善を図る。

　　③社外取締役への経営会議議論の共有や現場・事業所視察等により、情報提供の充実を図る。

　　また、2024年度の実効性評価で課題とされた「監督機能のさらなる強化」・「取締役会での戦略議論の拡充」に関しては、次の取組を実施しまし
た。

　　①ＣｘＯや主要な事業会社から第４次中期経営計画の進捗を報告し、グループ全体最適目線で、今後の経営戦略を議論した。

　　②現場・事業所視察、取締役会議長（社外取締役）の経営会議オブザーバー参加、社外取締役による主要な事業会社経営陣との意見交換会
等により、社外取締役への情報提供を強化した。

　　③取締役会内の議論を活性化させるべく、原則として、社外取締役への事前説明会の実施と当該説明会での質疑を踏まえた取締役会での説
明・経営会議議論の共有等を実施した。

　【補充原則４－１４②】

　当社および主要な事業会社の取締役ならびに主要な事業会社の監査役（以下、「取締役等」といいます。）は、その職務遂行に必要な知識・能力
の向上に努めることとしています。また、当社は、取締役等に対して、研修を受ける機会等を提供しています。取締役等に対するトレーニングの方
針については、基本方針第４章９．「当社および主要な事業会社の取締役ならびに主要な事業会社の監査役のトレーニングの実施」をご覧くださ
い。

　【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主との間で当社グループの中長期的な価値向上につながる対話を積極的に行うこととしています。株主との建設的な対話を促進する
ための体制整備・取組みに関する方針については、第６章３．「株主との対話の促進」をご覧ください。



【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 有り

アップデート日付 2026年6月26日

該当項目に関する説明

当社の「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」については、当社ウェブサイトに掲載しています。「企業価値向上に向けた取り組
み」をご覧ください。

(https://www.hd.eneos.co.jp/about/corporate_value/)

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 414,806,350 15.36

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 141,635,300 5.24

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 72,589,896 2.68

高知信用金庫 46,370,350 1.71

JP MORGAN CHASE BANK 385781 38,055,696 1.40

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT 29,600,002 1.09

JPモルガン証券株式会社 28,231,220 1.04

JP MORGAN CHASE BANK 385771 28,154,253 1.04

BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC 27,190,367 1.00

SMBC日興証券株式会社 26,726,359 0.99

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．割合は、自己株式（7,364,065株）を控除して計算しています。なお、自己株式には、当社が設定した信託を通じて取得した株式報酬にかかる当
社株式（5,110,808株）を含めていません。

２．ブラックロック・ジャパン株式会社および共同保有者11社から2026年３月４日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2026年２月
27 日（報告義務発生日）現在で下表のとおり株式を所有している旨の記載がありますが、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式

数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。

ブラックロック・ジャパン株式会社：所有株式数54,458,300株、割合2.01％

ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー：所有株式数9,249,613株、割合0.34％

ブラックロック・フィナンシャル・マネジメント・インク：所有株式数20,733,600株、割合0.77％

ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー：所有株式数3,466,801株、割合0.13％

ブラックロック・インベストメント・マネジメント （オーストラリア）リミテッド：所有株式数8,714,469株、割合0.32％

ブラックロック（ネザーランド）BV：所有株式数6,922,032株、割合0.26％

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド：所有株式数4,002,762株、割合0.15％

ブラックロック・アセット・マネジメント・カナダ・リミテッド：所有株式数8,684,702株、割合0.32％

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド：所有株式数22,940,760株、割合0.85％

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ：所有株式数65,140,853株、割合2.41％

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ．エイ．：所有株式数51,530,250株、割合1.90％

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユーケー）リミテッド：所有株式数8,787,294株、割合0.32％



計：所有株式数264,631,436株、割合9.78％

３．三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社および共同保有者1社から2025年９月19日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書におい
て、2025年９月15日（報告義務発生日）現在で下表のとおり株式を所有している旨の記載がありますが、当社として2026年３月31日現在における
実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社：所有株式数91,487,158株、割合3.38％

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社：所有株式数52,655,200株、割合1.95％

計：所有株式数144,142,358株、割合5.33％

４．野村アセットマネジメント株式会社から2025年５月８日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、2025年４月30日（報告義務発生
日）現在で下表のとおり株式を所有している旨の記載がありますが、当社として2026年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができないた
め、上記大株主の状況には含めていません。

野村アセットマネジメント株式会社：所有株式数136,875,700株、割合5.06％

計：所有株式数136,875,700株、割合5.06％

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 石油・石炭製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 300社以上

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　【グループ経営に関する考え方および方針】

　当社は、主要な事業会社であるENEOS株式会社、ENEOS Xplora株式会社、株式会社ENEOSマテリアル、ENEOS Power株式会社およびENEOS

リニューアブル・エナジー株式会社を完全子会社または特別被支配会社とし、それ以外のグループ会社は、事業の維持・拡大の必要性に応じて
完全子会社、上場子会社、上場関連会社等として保有することとしています。上場子会社および上場関連会社については、グループ全体として企
業価値向上や資本効率性の観点から、上場子会社および上場関連会社として維持することが最適なものであるかを定期的に点検するとともに、
その合理的理由や上場子会社のガバナンス体制の実効性確保について取締役会で審議することを方針としています。

【上場子会社および上場関連会社を有する意義】

（１）上場子会社について

　当社には上場子会社はおりません。

（２）上場関連会社について

　日新商事株式会社、京極運輸商事株式会社、日本石油輸送株式会社およびレイズネクスト株式会社は、当社の上場関連会社です。当社は、エ
ネルギー事業を当社グループの主要な事業と位置付けているところ、当該上場関連会社は、各々のサプライチェーンにおける重要な役割を担う会
社であるため、これを上場関連会社として保有することが不可欠です。

　他方、当該上場関連会社とのシナジー効果を最大化するためには、当該上場関連会社が資本市場から機動的に直接資金調達を行う手段を持
つ必要があり、また、当該上場関連会社を上場関連会社として維持することは、当該上場関連会社の社員のモチベーション維持・向上および優秀
な人材の採用に資するため、十分な合理性があると考えています。

　また、JX金属株式会社を、2025年3月19日に上場のうえ、当社の完全子会社から上場関連会社としたところ、これは、当社グループの長期ビジョ
ン「エネルギー・素材の安定供給とカーボンニュートラル社会実現の両立」の実現に向けた最適な事業ポートフォリオを構築するためには、同社の
高い成長性を株式市場に適正に訴求したうえで、事業特性に応じた迅速な意思決定を可能とする経営体制とすることが最適と判断したものです。

【ガバナンス体制の実効性確保に関する方策】

　当社は、上場関連会社との関係において、透明性の高いガバナンス体制を維持しております。各上場関連会社においては、各上場市場におけ
るコーポレートガバナンス・コードの要請を踏まえて独立役員となる社外取締役を選任する等の独立性を確保しており、当社は各社の独立性を尊
重し、一般株主の利益も十分配慮しながら、事業連携や意見交換を行っています。

　また、各社の役員選任に関する議案については、各社が主体的に策定しており、当社は各社の独立性および任意の指名委員会を設置している
先については当該委員会の意見を十分に尊重し、各社の中長期的な企業価値向上を目指して、議決権を行使しております。

【グループ経営に関する契約】

　当社は、当社の上場関連会社との間において、各社の事業上の制約となる契約を締結していません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 28 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社外取締役

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 7 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

7 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

冨田　哲郎 他の会社の出身者 △

岡　俊子 他の会社の出身者 △

川﨑　博子 他の会社の出身者 △

真茅　久則 他の会社の出身者

栃木　真由美 他の会社の出身者

菅野　博之 弁護士

豊田　明子 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



冨田　哲郎 　 ○

2025年度において、当社の主要な事業会
社は、冨田哲郎氏が相談役に就任してい
る東日本旅客鉄道株式会社およびその主
な関係会社に対して、石油製品を販売等
しましたが、これらの金額の合計は、当社
の連結売上高の0.23％です。また、当社
の主要な事業会社は、東日本旅客鉄道株
式会社およびその主な関係会社に対し
て、土地賃借料等を支払いましたが、これ
らの金額の合計は、東日本旅客鉄道株式
会社の連結売上高の0.00％です。

冨田哲郎氏は、長年にわたり東日本旅客鉄道
株式会社の経営の任に当たり、輸送、生活、Ｉ
Ｔ・Ｓｕｉｃａサービスにかかるビジネスを展開し、
日本を代表する上場企業グループの経営にお
いて、高い見識と豊富な経験・確固たる実績を
有しています。このような見識・経験を活かし
て、当社の経営に対して指導・助言を行い、ま
た、独立した客観的な観点から経営の監督を
行うことが期待されるため、監査等委員でない
社外取締役に選任しています。

なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断
基準（【独立役員関係】「その他独立役員に関
する事項」欄をご参照）を満たしており、また、
取引所が定める独立性判断基準に抵触する事
項はないことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断しております。

岡　俊子 　 ○

2025年度において、当社および当社の主
要な事業会社は、岡　俊子氏が2016年６
月までパートナーに就任していたPwCアド
バイザリー合同会社に対して、コンサル
ティング費用を支払いましたが、これらの
支払金額の合計は、同社の親会社である
PwC Japan合同会社の業務収益の0.01%

です。また、当社の主要な事業会社は、同
氏が2012年８月までプ

リンシパルに就任していたアビームコンサ
ルティング株式会社に対して、業務委託費
等を支払いましたが、これらの支払金額
の合計は、同社の連結売上高の0.44%で
す。

岡俊子氏は、財務・会計、Ｍ＆Ａおよび経営戦
略立案を専門に数多くの国際的なプロジェクト
を推進し、また、長年にわたり多くの会社経営
に携わるなど、財務・会計・Ｍ＆Ａの専門家およ
び会社の経営者としての豊富な経験と高い見
識を有しています。また、同氏は、当社の監査
等委員である社外取締役として、監査等委員で
ない取締役の職務の執行の監査・監督を行い
ました。このような経験・実績を活かして、当社
の経営に対して指導・助言を行い、また、独立
した客観的な観点から経営の監督を行うことが
期待されるため、監査等委員でない社外取締
役に選任しています。

　なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判
断基準（【独立役員関係】「その他独立役員に
関する事項」欄をご参照）を満たしており、ま
た、取引所が定める独立性判断基準に抵触す
る事項はないことから、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断しております。

川﨑　博子 　 ○

2025年度において、当社の主要な事業会
社は、川﨑博子氏が2023年６月まで取締
役に就任していた株式会社NTTドコモから
土地賃貸料等を受領しましたが、これらの
金額の合計は、当社の連結売上高の0.00
％です。また、当社の主要な事業会社は、
株式会社NTTドコモに対して手数料等を
支払いましたが、これらの支払金額の合
計は、同社の営業収益の0.02％です。

川﨑博子氏は、長年にわたり株式会社NTTドコ
モにおいてコンシューマおよび法人向けマーケ
ティング分野に携わり、DXを推進する一方、CS
R部長、人事部ダイバーシティ推進室長も務め
たことから、デジタルおよびESGに関する豊富
な経験と高い見識を有しています。また、同氏
は、当社の監査等委員である社外取締役とし
て、監査等委員でない取締役の職務の執行の
監査・監督を行いました。このような経験・実績
を活かして、当社の経営に対して指導・助言を
行い、また、独立した客観的な観点から経営の
監督を行うことが期待されるため、監査等委員
でない社外取締役に選任しています。

　なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判
断基準（【独立役員関係】「その他独立役員に
関する事項」欄をご参照）を満たしており、ま
た、取引所が定める独立性判断基準に抵触す
る事項はないことから、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断しています。



真茅　久則 　 ○ ―――

真茅久則氏は、長年にわたり、富士フイルムグ
ループにおいて経営企画部門や海外・デジタル
事業に携わり、富士フイルムビジネスイノベー
ション株式会社の経営の任にも当たりました。
同氏は、日本を代表する企業グループの事業
構造改革および新規事業開拓に関する高い見
識と豊富な経験・確固たる実績を有していま
す。このような見識・経験を活かして、当社の経
営に対して指導・助言を行い、また、独立した
客観的な観点から経営の監督を行うことが期
待されるため、監査等委員でない社外取締役
に選任しています。

なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断
基準（【独立役員関係】「その他独立役員に関
する事項」欄をご参照）を満たしており、また、
取引所が定める独立性判断基準に抵触する事
項はないことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断しています。

栃木　真由美 ○ ○ ―――

栃木真由美氏は、金融業界において内部監査
およびコンプライアンス部門の責任者を歴任
し、また、日本を代表するベンチャー企業の監
査委員会の委員として職務執行の監査も行う
など、財務・会計、内部監査およびコンプライア
ンスの専門家としての高い見識と豊富な経験を
有しています。また、同氏は、2024年６月に当
社の監査等委員である社外取締役に就任し、
監査等委員でない取締役の職務の執行の監
査・監督を行っています。このような見識・経験
を活かして、当社の経営に対して指導・助言を
行い、また、客観的かつ独立した公正な立場か
ら、監査等委員でない取締役の職務の執行を
監査・監督することが期待されるため、監査等
委員である社外取締役に選任しています。

なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判断
基準（【独立役員関係】「その他独立役員に関
する事項」欄をご参照）を満たしており、また、
取引所が定める独立性判断基準に抵触する事
項はないことから、一般株主と利益相反が生じ
るおそれがないと判断しております。

菅野　博之 ○ ○ ―――

菅野博之氏は、大阪高等裁判所長官、最高裁
判所判事等の要職を歴任し、その後は、弁護
士として活躍し、長島・大野・常松法律事務所
の顧問を務めるなど、司法に関して豊富な専門
的知識と経験を有しています。また、同氏は、2
024年６月に当社の監査等委員である社外取
締役に就任し、監査等委員でない取締役の職
務の執行の監査・監督を行っています。このよ
うな知識・経験を活かして、当社の経営に対し
て指導・助言を行い、また、客観的かつ独立し
た公正な立場から、監査等委員でない取締役
の職務の執行を監査・監督することが期待され
るため、監査等委員である社外取締役に選任
しています。

　なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判
断基準（【独立役員関係】「その他独立役員に
関する事項」欄をご参照）を満たしており、ま
た、取引所が定める独立性判断基準に抵触す
る事項はないことから、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断しております。



豊田　明子 ○ ○

2025年度において、当社および当社の主
要な事業会社は、豊田明子氏が2026年３
月までシニアアドバイザーに就任していた
PwCアドバイザリー合同会社に対して、コ
ンサルティング費用を支払いましたが、こ
れらの支払金額の合計は、同社の親会社
であるPwC Japan合同会社の業務収益の

0.01%です。

豊田明子氏は、長年にわたりM&Aアドバイザ
リー業務に従事し、数多くの国際的なプロジェ
クトを推進するなど、M&A戦略、企業の事業
ポートフォリオ戦略、財務・会計および税務・法
務に関する高い見識と豊富な経験を有してい
ます。また、同氏は、2024年６月に当社の監査
等委員である社外取締役に就任し、監査等委
員でない取締役の職務の執行の監査・監督を
行っています。このような見識・経験を活かし
て、当社の経営に対して指導・助言を行い、ま
た、客観的かつ独立した公正な立場から、監査
等委員でない取締役の職務の執行を監査・監
督することが期待されるため、監査等委員であ
る社外取締役に選任しています。

　なお、同氏は、当社の独立役員の独立性判
断基準（【独立役員関係】「その他独立役員に
関する事項」欄をご参照）を満たしており、ま
た、取引所が定める独立性判断基準に抵触す
る事項はないことから、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断しています。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 4 2 1 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

　執行部門から指揮命令系統を明確に独立させた組織として、監査事務室を設置し、専任の従業員が監査等委員会の職務を補助します。また、
監査等委員会の当該従業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の
協議を経て、これを決定します。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査等委員会は、内部監査を担う監査部および会計監査人との間で、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、
意見交換を行うなど、密接な連携を保っています。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 5 0 1 4 0 0
社外取
締役



報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 5 0 1 4 0 0
社外取
締役

補足説明

　当社の取締役会において当社の取締役等の人事・報酬を決定するにあたり、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める指
名諮問委員会・報酬諮問委員会に諮問することにより、その決定プロセスの透明性を確保します。

　また、当社の監査等委員会は、株主総会において監査等委員でない取締役の人事・報酬に関する意見陳述権を的確に行使することを目的とし
て、監査等委員１名を指名諮問委員会・報酬諮問委員会に出席させます。

　なお、指名諮問委員会は2025年度に合計５回開催し、諮問委員会の構成、スキルマトリクスのあり方、中長期的な成長に資する後継者計画の
重要性等についての審議を行い、報酬諮問委員会は2025年度に合計３回開催し、諮問委員会における審議後のフォローアップ等について審議を
行いました。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

　独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定している。

　また、当社は独立役員の「独立性判断基準」を以下のとおり定めている。

【当社の独立役員の独立性判断基準】

　当社は、次の要件を満たす社外取締役を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と判断する。

１．社外取締役が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと

（１）当社の主要な顧客（注１）またはその業務執行者

　　（注１）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社および主要な事業会社の売上高の合計額が当社の連結売
上高の2％を超える顧客とする。

（２）当社を主要な顧客とする事業者（注２）またはその業務執行者

　　（注２）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社に対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の
連結売上高の2％を超える事業者とする。

（３）当社の主要な借入先（注３）またはその業務執行者

　　（注３）直近の過去3事業年度のいずれかの年度末日における当該借入先からの連結ベースでの借入額が当社連結資産合計の2％を超える
借入先とする。

（４）当社から役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士またはコンサルタント（注４）（当該報酬を得ている者が法人、組合
その他の団体である場合は、当該団体に所属する法律専門家、公認会計士またはコンサルタント）

　　（注４）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの報酬の合計額が1,000万円を超える者とする。ただ
し、当該報酬を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業
会社からの報酬の合計額が当該団体の売上高または収入総額の2％を超える団体に所属する者とする。

（５）当社の会計監査人または会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

（６）当社から多額の寄付を得ている者（注５）（当該寄付を得ている者が法人、組合その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）

　　（注５）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社および主要な事業会社からの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2％
を超える寄付先とする。

（７）当社の大株主（注６）またはその業務執行者 　

　　（注６）当社の議決権総数の10％以上の議決権を有する者とする。

２．社外取締役の二親等以内の親族が、現在および直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）

（１）当社または当社子会社の業務執行者 　　　

（２）上記１．（１）～（７）に該当する者

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　下記「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご覧ください。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

　有価証券報告書および事業報告において、役員区分ごとの報酬等の総額を記載しております。2025年度にかかる役員区分ごとの報酬等の総額
は以下のとおりであります。

　　監査等委員でない取締役（うち、社外取締役）　　　 　７名(５名)　　　　　　　　　総額402百万円（88百万円）

　　監査等委員である取締役（うち、社外取締役） 　　　　４名(３名)　　　　　　　　　総額113百万円(77百万円)

　　計（うち、社外取締役）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11名（８名）　　　　　　　　総額514百万円（164百万円）

　（注）2025年６月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員でない社外取締役１名にかかる報酬等の額が含まれて
います。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、社外取締役が過半数を占め、かつ社外取締役が議長を務める報酬諮問委員会の審議・答申を経て、取締役会の決議によって、監査等
委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しています。その内容の概要は、「ESGデータブック2025」における「ガバナンス」の「ガバ
ナンス体制」をご覧ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html）

　なお、当社および主要な事業会社の取締役等の報酬等について、次のいずれかに該当した場合等に、支給対象者に返還および没収を請求で
きる仕組みを導入しております。その詳細については、基本方針第５章４．「役員報酬の返還および没収」をご覧ください。

① 法令等の重大な違反があり、ENEOSグループの名誉を著しく毀損した場合

② 悪意または重過失によりENEOSグループに著しい損害を与えた場合

③ 前２号に準ずる場合

【社外取締役のサポート体制】

　取締役会の議案の資料は、原則3日前までに社外取締役に送付するとともに、事前に説明しています

　また、社外取締役を含む全監査等委員による監査機能充実のため、執行部門から指揮命令系統（人事評価を含みます。）を明確に独立させた
「監査事務室」を置き、監査等委員の職務を補助する専任スタッフを配置しています。さらに、監査等委員でない社外取締役の職務の執行を支援
する組織を法務部内に設置し、専任スタッフを配置しています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 ― 名



その他の事項

・当社は、2019年6月26日付で、相談役および顧問を廃止しています。

・なお、退任役員の一部について、当該役員の知見を活用し、対外業務（財界活動、業界活動、公職への就任等）を含む、当社業務を委任する必
要がある場合には、指名諮問委員会への報告、取締役会決議等所要の手続を経て、当該役員に対して特別理事または理事の職を委嘱すること
があります。

・特別理事の対象者は、当社の会長・社長、主要な事業会社の社長経験者であり、理事の対象者は、特別理事対象者を除く当社・主要な事業会
社の役員経験者です。

・当社に顧問制度はありませんが、元代表取締役社長等を名誉顧問とする場合があります。名誉顧問（11名）については、非常勤・無報酬の名誉
職であるため、記載していません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　「ESGデータブック2025」における「ガバナンス」の「ガバナンス体制」をご覧ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html）

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　「ESGデータブック2025」における「ガバナンス」の「ガバナンス体制」をご覧ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/governance/system.html）

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催日から中3週間前の日までに発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 2026年6月25日に定時株主総会を開催しました。

電磁的方法による議決権の行使
インターネットおよび株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」による議
決権行使を可能にしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しており
ます。

招集通知（要約）の英文での提供
招集通知の英訳を自社および東京証券取引所のホームページならびに議決権電子行使
プラットフォームに掲載しております。

その他

株主総会招集通知の内容については、早期に情報を提供する観点から、招集通知発送
前の2026年５月20日に当社および東京証券取引所ホームページで開示しました。株主総
会の報告事項と決議事項について、インターネットにより株主からの事前質問を受け付
け、関心が高い事項を株主総会当日に回答するとともに、後日、当社ウェブサイトに質問・
回答の概要を掲載しました。また、株主総会の議事は、インターネットにより同時中継し、
後日、中継映像を当社ウェブサイトに掲載しました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ホームページのグループポリシーページにおいて、ディスクロージャー

ポリシーを公表しております。



個人投資家向けに定期的説明会を開催
個人投資家向けIR活動に積極的に取り組んでおり、2025年度は対面で１回、
オンラインで２回開催しました。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに決算説明会を実施しており、社長またはＩＲ担当役員が説明を
行っております。また、カンファレンス等を通じて、社長またはＩＲ担当役員等に
よる個別ミーティングを実施しております。

また、2025年度はENEOS株式会社の中央技術研究所での研究開発活動およ
び株式会社ENEOSマテリアルの四日市工場での機能材事業に関する説明会
を現地で実施しました。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
定期的な主要投資家訪問やカンファレンス等を通じて、社長または

ＩＲ担当役員等による個別ミーティングを実施しております。
あり

IR資料のホームページ掲載

ＩＲ資料室と題したページを設け、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告
書・半期報告書、統合レポート、機関投資家向け説明会で使用したプレゼン
テーション資料を掲載しております。また、個人投資家向けの特設サイトを作成
し掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 インベスター・リレーションズ部ＩＲグループ

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　当社は、「ENEOSグループ理念」および「ENEOSグループ行動基準」を定め、役員・従業
員の一人ひとりが「ENEOSグループ理念」を誠実に実践することを通じて社会に対する責
任を着実に

果たし、ステークホルダーから信頼される企業グループの確立を目指しております。

「ENEOSグループ理念」

　【使命】

　　地球の力を、社会の力に、そして人々の暮らしの力に。

　　エネルギー・資源・素材における創造と革新を通じて、

　　社会の発展と活力ある未来づくりに貢献します。

　【大切にしたい価値観】

　　社会の一員として　高い倫理観

　　　　　　　　　　　　　　誠実・公正であり続けることを価値観の中核とし、

　　　　　　　　　　　　　　高い倫理観を持って企業活動を行います。

　　　　　　　　　　　　　　安全・環境・健康

　　　　　　　　　　　　　　安全・環境・健康に対する取り組みは、

　　　　　　　　　　　　　　生命あるものにとって最も大切であり、常に最優先で考えます。

　　　

　　人々の暮らしを　　 お客様本位

　　支える存在として お客様や社会からの期待・変化する時代の要請に真摯に向き合い、

　　　　　　　　　　　　　　商品・サービスの安定的な供給に努めるとともに、

　　　　　　　　　　　　　　私たちだからできる新たな価値を創出します。

　　活力ある未来の　 挑戦

　　実現に向けて　　　 変化を恐れず、新たな価値を生み出すことに挑戦し続け、

　　　　　　　　　　　　　　今日の、そして未来の課題解決に取り組みます。

　　　　　　　　　　　　　　向上心

　　　　　　　　　　　　　　現状に満足せず、一人ひとりの研鑽・自己実現を通じて、

　　　　　　　　　　　　　　会社と個人がともに成長し続けます。

「ENEOSグループ行動基準」

１．コンプライアンスの徹底と社会規範への適切な対応

（１）私たちは、コンプライアンス（法令・契約・社内規程類等の遵守）を徹底し、社会規範に
適切に対応します。

（２）私たちは、コンプライアンスに違反する状態を放置せず、また加担しません。

２．安全確保

（１）私たちは、安全は事業活動の大前提と位置づけ、安全に関して高い目標を掲げ、常に
安全を確保し、あらゆる事故・負傷災害を防止する対策を講じます。

（２）私たちは、地震等の自然災害による事業拠点の被害を最小限に抑えるため、予防策
および緊急時対策を講じ、役員、従業員、近隣住民およびその他関係者の生命・身体の安
全確保に、全力を尽くします。

（３）私たちは、病気・アルコール・薬物等の影響により、安全が確保されない状況におい
て、就業しません。

３．環境保全

（１）私たちは、地球環境がかけがえのないものであることを認識し、限られた資源を取り扱
う企業グループとして、水、土壌、大気等の自然資本と生物多様性の保全に努めるととも
に、持続可能な社会の形成に貢献します。

（２）私たちは、脱炭素社会の形成に貢献するため、省エネルギーの推進および再生可能
エネルギーの普及等に努めます。

（３）私たちは、資源を効率的に利用するとともに、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使
用（リユース）、再資源化（リサイクル）等により、循環型社会の形成に貢献するよう努めま
す。

（４）私たちは、資源開発・調達・製造・流通・販売等、バリューチェーンのすべてにわたって
持続可能な生産と消費に努めるとともに、社会に対して同様の働きかけを行います。

４．健康増進

（１）私たちは、働く人の健康は企業の継続および発展の基盤であるとの認識のもと、心身
の健康を維持・増進するための取り組みを積極的に支援し、健康確保のための努力を尽く
します。

（２）私たちは、労働衛生の継続的な発展のために、外部と協力して情報収集・発信を行う
とともに、事業活動に伴う健康障害リスクを特定し、評価を行い、そのリスクを抑制する対
策を推進します。

５．人権尊重

（１）私たちは、人権に関する国際規範を尊重し、性別、年齢、国籍、人種、民族、皮膚の
色、文化、思想、宗教、信条、政治的見解、性的指向、障がいの有無といった違いを十分
認識のうえ、その多様性を尊重し、人権を侵害しません。

（２）私たちは、内容の如何を問わず、差別・ハラスメントを行いません。

（３）私たちは、強制労働・児童労働を行いません。

（４）私たちは、紛争の長期化や人権侵害、非人道的行為の拡大につながる取引を行いま
せん。

６．価値ある商品・サービスの提供

（１）私たちは、常に新しい発想と挑戦マインドをもって事業活動を行います。

（２）私たちは、革新的な技術および有用な商品・サービスの開発・提供を通じて、国内外の



社会課題の解決に貢献し、お客様の満足と信頼獲得に努めます。

（３）私たちは、商品・サービスの提供にあたり、国内外の基準に準拠し、安全・環境・健康
等に関する適切な品質管理およびリスク管理を行うとともに、非常時においても、その安定
的な提供に努めます。

（４）私たちは、常にお客様の視点に立ち、商品・サービスに関する適切でわかりやすい表
示・説明を行い、お客様からのお問い合わせについては、誠意をもって迅速に対応します。

（５）私たちは、商品・サービスに不具合や問題が生じた場合、原因究明および再発防止の
徹底に努めます。

７．公平・公正な取引

（１）私たちは、国内外の競争法、安全保障貿易管理に関する法令等を遵守し、公平・公正
な取引を行います。

（２）私たちは、国内外のお客様、取引先やビジネスパートナーとともに発展し、もって社会
に貢献できる健全な関係を構築します。

（３）私たちは、第三者の知的財産権を尊重します。

（４）私たちは、グループ理念にある「高い倫理観」に反して、取引先から現金の提供や贈
答・接待を受け、または、取引先に対し現金の提供や贈答・接待を行いません。社会通念
上適正な範囲内で、贈答・接待を受け、またこれらを行う場合であっても、透明性を確保す
るとともに、業務上の決定に不適切な影響を与えないことを前提とします。

（５）私たちは、反社会的勢力および団体に対して、毅然とした態度を堅持するとともに一切
の関係を持ちません。

８．政治・行政との適切な関係

（１）私たちは、政治・行政との透明度の高い関係を維持します。

（２）私たちは、会社として政治活動（ロビー活動を含む。）に関与する場合は、事前に決裁
権者による確認・承認を得たうえで、これを実施します。

（３）私たちは、国内および外国の公務員等（みなし公務員その他規制の対象となる者を含
む。）に対し、贈賄等の汚職にあたる行為を実施しません。

９．利益相反の回避

（１）私たちは、すべての事業活動において、自らの利益ではなく、会社の利益を優先しま
す。

（２）私たちは、会社による承認なしに、会社の利益と相反する行為を行いません。

10．会社資産の保全・管理

（１）私たちは、会社の有形資産および無形資産を、適切に維持、管理、保護します。

（２）私たちは、会社の有形資産および無形資産を、業務以外の用途に使用しません。

（３）私たちは、業務上、新たな発明・発見等を行った場合、これを会社の知的財産権として
保護します。

11．適切な情報管理と情報開示

（１）私たちは、自己の職務の範囲内において、適切な方法で社内外の情報を取得すること
とし、これを自己の職務以外の目的に使用しません。

（２）私たちは、個人情報の取得および利用にあたり、その利用目的・範囲を明確に定める
とともに、個人情報を厳格に管理し、その保護に細心の注意を払います。

（３）私たちは、業務上必要なすべての記録および報告を、事実に基づき、正確に、遺漏な
く、かつ適時に作成します。

（４）私たちは、権限のない者が会社情報にアクセスすることを制限するなど機密度に応じ
て、会社情報の機密を厳格に保持します。また、会社情報の正確性・信頼性を確保すると
ともに、これを適切に整理・保存し、必要なときに確実に利用できるようにします。

（５）私たちは、インサイダー取引を行いません。

（６）私たちは、さまざまなステークホルダーとの円滑なコミュニケーションを確保するため、
適切な手段を用いて、正確でわかりやすく、かつ、適時に会社情報を開示します。

12．健全な職場環境の確立

（１）私たちは、適切な健康管理・ワークライフバランス等の推進により、職場でいきいきと
働くとともに、自らおよびその家族ならびに職場の仲間が、健康で文化的な生活をおくれる
よう努めます。

（２）私たちは、多様な個人が最大限に力を発揮できるよう、ダイバーシティを推進します。

（３）私たちは、相互の対話および円滑な意思疎通を通じて、働きやすい職場環境を確保・
維持するよう努めます。

（４）私たちは、人材の育成に努め、自らおよびお互いの能力伸長を図ります。

（５）私たちは、事業活動に従事する間に宗教活動、政治的活動およびこれに類する活動を
行う場合は、事前に決裁権者による確認・承認を得ることとします。

13．市民社会の発展への貢献

（１）私たちは、事業活動のあらゆる拠点において、環境、文化、慣習を尊重し、地域社会、
自治体、市民団体等との対話・連携・協働を行います。

（２）私たちは、社会貢献活動を通じて、市民社会の発展に貢献します。

14．違反行為への対処と再発防止

（１）私たちは、この行動基準に違反するまたは違反するおそれのある行為を発見した場
合、上司への報告、関係部署への相談または内部通報制度の利用により、その解決を図
ります。

（２）私たちは、通報行為を理由として通報者に対して不利益となる行為を行いません。

（３）私たちは、この行動基準に違反する事態が発生した場合、その原因を徹底して究明す
るとともに、効果的な再発防止策を定め、これを遂行します。

なお、私たちは、自らがこの行動基準が禁止する行為を行った場合、就業規則等に則り、
処分の対象となることを認識します。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当社およびENEOSグループ各社は、「ENEOSグループ理念」の下、その実現に向けた
日々の事業活動、環境保全活動およびESG活動を次のとおり実施しております。

【石油製品ほか事業】

　・製油所・製造所等の安全・安定操業の徹底

　・震災対応サービスステーションの展開

　・環境配慮型商品・サービスの開発・販売による環境負荷の低減

【石油・天然ガス開発事業】

　・オペレーター事業を中心とした安全操業・安定生産

　・事業展開国・地域における教育支援等の社会貢献活動

　・油・ガス田における温室効果ガス排出量削減活動

【機能材事業】

　・生産拠点におけるレスポンシブル・ケア（RC）活動の徹底

　・環境配慮型素材の開発・供給による環境負荷の低減

【電気・再生可能エネルギー事業】

　・再生可能エネルギー事業の推進による温室効果ガス排出量削減への貢献

　・発電所の開発・運営を通じた地域との共生、雇用創出および地元経済への貢献

【その他】

　・次世代の育成支援およびスポーツ文化の振興

　・地域に密着した環境保全活動・ボランティア活動

　なお、ESGに関する取組みの最新の状況につきましては、「ESGデータブック2025」をご覧
ください。

（https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/）

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当社は、ディスクロージャーポリシーを定め、迅速、適正かつ公平な情報開示に努めてお
ります。なお、ディスクロージャーポリシーにつきましては、当社ホームページ（https://www
.hd.eneos.co.jp/about/policy/disclosure/）に掲載しております。

　また、当社は、「インサイダー取引防止規程」を定め、当社および主要な事業会社にかか
る重要事実が決定され、または発生したときは、遅滞なくこれを公表することとしておりま
す。

　さらに、当社は、「ENEOSグループ 事故・トラブル等報告・対応要領」を定め、経営に影響

を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合の情報の取扱いについて、「情報の隠蔽・加工」、
「不確実な情報の開示」、「不平等な情報の開示」および「情報提供者に対する不利益」を
禁じ、「透明性のある円滑なコミュニケーション」を行うことを基本姿勢としております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「ＥＮＥＯＳグループ理念」および「ＥＮＥＯＳグループ行動基準」を踏まえ、ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）経営の重要性を認識し、以下の
基本方針に基づいて、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を整備し、これを運用する。

　当社は、内部統制システムの運用に当たり、これをＥＮＥＯＳグループ全社横断的にかつ実効性ある形で実施するとともに、リスクマネジメント会
議（経営会議）において、その運用状況の定期的モニタリングを行い、不断の改善に努めるものとする。

　１．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　（１）国内外を問わず、公正な企業活動を展開し、ＥＮＥＯＳグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底するための規
程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款および規程類を遵守する。

　（２）ＥＮＥＯＳグループのコンプライアンス方針の策定と浸透に加え、法的観点からグループ全体のリスクを管理し、重要案件への法的支援を統
括するＣCＯ（Chief Compliance Officer）を設置する。また、コンプライアンスを徹底するための委員会等の組織体制を整備・運用するとともに、定

期的にＥＮＥＯＳグループの法令等（法令、定款、契約、規程類等）の遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。

　（３）法令等違反行為の早期発見および早期是正を図るとともに、法令等違反行為の通報者を適切に保護するために、内部通報制度を整備・運
用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けな
いようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。

　（４）取締役会の適正な運営を図るため、「取締役会規則」を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として毎月１回開催し、十分な審議を経て
重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき報告を受ける。

　（５）社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確保および妥当性の一層の向上を図る。

　（６）内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。

　（７）財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価し、必要な是正を行う。

　（８）反社会的勢力との関係を遮断するため、ＥＮＥＯＳグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、ＥＮＥＯＳグループ各社において業務実
態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。

　２．取締役および使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制

　（１）職務の執行は原則として文書によることとし、文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。

　（２）法令に基づき取締役会議事録を適正に作成し、また、各職制の決裁書類について、その作成、回付、保存等に関する規程類を整備・運用す
る。

　（３）会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報および個人情報を適切に取り扱うとともに、外部からの脅威に対してＩＴシステムを保
護するための規程類を整備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。

　（４）会社法、金融商品取引法および証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書等を適正に作成するととも
に、会社情報の適時適切な開示を行う。

　３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制



　（１）取締役会および経営会議において、多額の投資等の重要案件を付議するに当たっては、想定されるリスクを抽出の上、当該リスクへの対処
方針を明確にする。また、ENEOSグループ共通の投資審査システムを整備・運用するとともに、必要に応じ、法務、会計、税務等の外部アドバイ
ザーを起用して、その意見を徴することとする。

　（２）ＥＮＥＯＳグループを取り巻くリスクの多様化を踏まえ、リスクマネジメントに関するグループ全体の基本方針や体制を統括するCRO（Chief Ri

sk Officer）を設置する。また、リスクマネジメント会議（経営会議）を通じて、 ERM（Enterprise Risk Management）、内部統制、危機管理を含むグ

ループ全体のリスクマネジメント活動をモニタリングし、改善に努める。

　（３）経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて、グループ横断的にERMを用いて定期的に識別・分析し、影響を許容可能な範囲に
収めるよう管理する。

　(４)各部門において、組織目的の達成を阻害するリスクに対応するための内部統制を推進することとし、このために必要な体制および規程類を
整備・運用する。

　（５）ＥＮＥＯＳグループの事業において、安全確保、環境保全および健康の確保を図るとともに、人権尊重、人材育成等の施策に取り組むことと
し、このために必要な体制および規程類を整備・運用する。

　（６）ＥＮＥＯＳグループの経営に重大な影響を及ぼす危機・緊急事態が発生した場合に備え、これらの情報を適切に伝達・管理し、損害の発生・
拡大を防止するための体制および規程類を整備・運用する。

　４．取締役および使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　（１）組織・権限に関する規程類において、機構、職制、業務分掌ならびに職能別・職制別の決裁事項および決裁権限を定め、効率的に職務を執
行する。

　（２）取締役会は、業務執行の機動性を向上させるため、重要な業務執行の決定の一部を社長に委任し、経営の基本方針、内部統制システム整
備の基本方針等の審議・決定ならびに取締役および執行役員の職務の執行の監督に注力する。

　（３）取締役会決議事項については、原則として事前に社長決裁を経るものとする。また、社長決裁に当たっては、その協議機関として経営会議
を設置し、経営陣による集団的な検討・討議を経て、適正かつ効率的な意思決定を行う。

　（４）ＥＮＥＯＳグループの長期ビジョンを策定するとともに、中期経営計画において向こう３年間の経営計画を定める。また、予算制度、目標管理
制度等の経営管理制度を整備・運用する。

　（５）適切な情報管理、業務の標準化・効率化および内部統制の強化等の観点から、最適なＩＴシステムを構築し、運用する。

　５．企業集団における業務の適正を確保するための体制

　（１）「ＥＮＥＯＳグループ理念」および「ＥＮＥＯＳグループ行動基準」については、ＥＮＥＯＳグループ各社共通の理念・行動基準としてこれを定め、
その浸透・徹底を図る。

　（２）当社が定める経営の基本方針および取締役会によるグループ全体に対する監督の下、主要な事業会社であるＥＮＥＯＳ株式会社、ＥＮＥＯＳ

Ｘｐｌｏｒａ株式会社、株式会社ＥＮＥＯＳマテリアル、ＥＮＥＯＳ Ｐｏｗｅｒ株式会社およびＥＮＥＯＳリニューアブル・エナジー株式会社は、それぞれの事

業特性に応じて、自律性・機動性・独立性を高めた業務執行体制を構築する。

　（３）グループガバナンスの向上を図るべく、主要な事業会社に横串を通し、会社間の連携強化、経営資源の配分の最適化等を担う役職として、
グループＣｘＯを設置する。

　（４）「取締役会規則」および組織・権限に関する規程類において、グループ会社の業務執行案件のうち、当社の取締役会および経営会議におい
て決議もしくは決裁または報告する案件を定め、適正に運用する。

　（５）当社とグループ会社の使命・目的、基本的役割、意思決定の権限体系等、ＥＮＥＯＳグループの運営に関する基本的な事項を規程類におい
て定めるとともに、ＥＮＥＯＳグループ全体に適用されるべき規程類を整備・運用し、これら規程類のグループ各社における共有および遵守の徹底
を図る。

　（６）ＥＮＥＯＳグループの内部統制に関する制度（コンプライアンスに関する制度およびＩＴによる内部統制に関する制度を含む。）については、グ
ループ各社の事業特性を勘案しつつ、グループ会社を包含したものとしてこれを整備・運用する。

　（７）リスクマネジメント会議（経営会議）において、ＥＮＥＯＳグループとしての内部統制システムの整備・運用状況を確認することにより、ＥＮＥＯＳ
グループにおけるコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的な業務執行体制その他の内部統制システムを適切に整備・運用する。

　６．監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　（１）監査等委員会が定めた監査基準および監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行および監査環境の整備に協力する。

　（２）監査等委員が経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握できるように必要な措置を講ずる
ほか、監査等委員の求める事項について、当社およびグループ会社が適切に報告をするための体制を整備・運用する。

　（３）当社またはグループ会社において、重大な法令・定款違反および不正行為の事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実等を発見
したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を整備・運用する。また、グループ会社の監査役等が、監査結果等、監査等
委員会が求める事項について報告するための体制を整備・運用する。

　（４）監査等委員会に対して報告した者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止す
る旨を関係する規程類に明記することなど、必要な体制を整備・運用する。

　（５）代表取締役その他の経営陣が監査等委員と適宜会合をもち、ＥＮＥＯＳグループの経営課題等について意見交換を行う。

　（６）内部監査を担う監査部は、監査計画および監査結果に関して意見交換を行うなど、監査等委員会と密接な連携を保つよう努める。

　（７）執行部門から独立した組織として、監査事務室を設置し、専任の従業員が監査等委員会の職務を補助する。また、監査等委員会の当該従
業員に対する指示の実効性を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これを決定
する。

　（８）監査等委員の職務の執行にかかる費用または債務については、会社法第３９９条の２第４項の規定により、監査等委員からの請求に基づ
き、当社が適切にこれを負担する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「内部統制システムの整備・運用に関する基本方針」において、「反社会的勢力との関係を遮断するため、ENEOSグループ全体の基本
方針を定め、これに基づき、ENEOSグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底する。」旨を定めており、これ
に基づき制定した「反社会的勢力との関係遮断のためのENEOSグループ基本方針」および「ENEOSグループ反社会的勢力対応基本規程」の下
で、ENEOSグループ全体として反社会的勢力との関係遮断に取り組んでおります。



Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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